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■
平
成
24
年
度
か
ら
　
　
　
　

市
税
の
全
期
前
納
報
奨
金
制
度

が
変
更
に
な
り
ま
す

　
昨
年
の
第
４
回
市
議
会
定
例
会

に
お
い
て
市
条
例
の
一
部
改
正
案

が
議
決
さ
れ
、
次
の
と
お
り
改
正

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

（
改
正
内
容
）

・
個
人
市
県
民
税

　
全
期
前
納
報
奨
金
を
廃
止

・
固
定
資
産
税

　
全
期
前
納
報
奨
金
の
支
給
上
限

額
を
10
万
円
か
ら
５
万
円
に
改
正

※
市
県
民
税
と
は
、
一
般
的
に
住

民
税
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
　

　　
前
納
報
奨
金
制
度
は
、
昭
和
25

年
に
地
方
税
法
が
制
定
さ
れ
、
税

収
の
早
期
確
保
と
自
主
納
税
意
欲

の
向
上
を
目
的
に
創
設
さ
れ
ま
し

た
。

　
し
か
し
、
同
じ
市
県
民
税
で

あ
っ
て
も
、
特
別
徴
収
者
（
給
与

や
年
金
か
ら
の
天
引
き
の
方
）
に

は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら

不
公
平
感
の
解
消
と
財
政
健
全
化

の
一
環
と
し
て
、
今
回
の
一
部
改

正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
納
付
書
ま
た
は
口
座
に
よ
る
全

期
前
納
（
一
括
納
付
）
に
つ
い
て

は
、
今
ま
で
ど
お
り
行
え
ま
す
。

　
未
納
と
な
っ
て
い
る
市
税
等
は

督
促
状
や
催
告
書
な
ど
で
、
逐
次

お
知
ら
せ
を
し
て
お
り
ま
す
が
、

納
め
忘
れ
を
し
て
い
る
方
が
多
い

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
滞
納
と
な
っ
た
市
税
等
に
は
、

督
促
手
数
料
や
延
滞
金
ま
で
納
め

て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　　
税
・
料
金
の
納
期
限
一
覧
に
つ

い
て
は
年
度
初
め
に
、
市
広
報
紙

に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
各

家
庭
に
お
い
て
は
カ
レ
ン
ダ
ー
に

記
入
す
る
な
ど
、
納
期
内
納
付
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
納
税
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す

　
市
で
は
次
の
よ
う
に
平
日
延
長

業
務
・
休
日
業
務
を
行
っ
て
い
ま

す
。
納
税
相
談
・
納
税
な
ど
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

 

平
日
延
長
窓
口

・
実
施
日
／
毎
週
木
曜
日

・
時
間
／
平
日
19
時
30
分
ま
で

 

休
日
納
税
相
談

・
実
施
日
／
毎
月
の
最
終
日
曜
日

・
時
間
／
９
時
～
16
時

※
場
所
は
、
い
ず
れ
も
市
役
所
大

和
庁
舎
一
階(

収
税
課)

と
な
り

ま
す
。

　
な
お
、
口
座
振
替
で
全
期
前
納

さ
れ
て
い
る
方
で
、
期
別
納
付
に

変
更
を
希
望
す
る
場
合
は
、
新
た

に
届
け
出
を
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
今
後
と
も
納
税
者
の
皆
様
に
は

税
負
担
の
公
平
性
と
財
源
確
保
の

た
め
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
市
税

等
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
市
税
滞
納
整
理
の
取
り
組
み

　
昨
年
の
11
月
、
収
納
向
上
対
策

の
一
環
に
よ
り
市
職
員
に
よ
る
一

斉
納
税
推
進
を
行
い
ま
し
た
。

　
推
進
の
結
果
に
つ
い
て
は
次
表

の
と
お
り
で
す
。

■
市
税
等
の
納
付
に
は
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
納
税
な
ど
に
は
、
も
っ
と
も
確

実
で
安
全
な
口
座
振
替
を
お
勧
め

し
て
い
ま
す
。

　
市
税
等
を
口
座
振
替
で
行
い
ま

す
と
納
め
忘
れ
も
な
く
安
心
で

す
。

　
口
座
振
替
の
申
込
み
は
、
市
役

所
各
庁
舎
、
市
内
の
金
融
機
関
・

郵
便
局
の
窓
口
で
簡
単
に
行
え
ま

す
。

■
滞
納
者
に
対
し
滞
納
処
分
を

実
施
し
て
い
ま
す

　
市
で
は
滞
納
が
か
さ
み
、
納
税

意
思
が
な
い
な
ど
の
悪
質
な
滞
納

者
に
対
し
、
財
産
の
差
押
え
に
よ

り
滞
納
処
分
を
行
っ
て
い
ま
す
。

差
押
え
の
対
象
は
、
給
与
・
預
貯

金
・
不
動
産
・
生
命
保
険
な
ど
多

岐
に
わ
た
り
ま
す
。

　
今
年
度
も
差
押
え
た
不
動
産
の

公
売
を
実
施
し
て
お
り
ま
す

　
不
動
産
の
公
売
に
関
す
る
情
報

は
、
各
庁
舎
の
窓
口
で
「
公
売
の

ご
案
内
」
並
び
に
、市
の
広
報
紙
・

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
す
る
な

ど
し
て
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

市　　県　　民　　税 ７，７２１，８００

固　定　資　産　税 ６，８３８，２００

軽　自　動　車　税 ８１９，４００

国 民 健 康 保 険 税 ８，７０８，７００

介　護　保　険　料 ３０９，４７０

後期高齢者医療保険料 ７６８，１００

督　促　手　数　料 １５９，６００

延　　　滞　　　金 ７０１，８００

合　　　　　計 ２６，０２７，０７０

■�市税の全期前納報奨金制度が変更になります

■�市税滞納整理の取り組み

■�納税相談を実施しています

■�市税等の納付には便利な口座振替をご利用く
ださい

■滞納者に対し滞納処分を実施しています

収税課からの
お知らせ

■ 問合先／収税課 ☎５８- ５１１１、７５- ３１１１（内線１１３７・１１３９)

納税一斉推進結果表：円（平成 23 年 12 月 20 日現在）


